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社会福祉法人精華町社会福祉協議会

社会福祉団体等助成事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、精華町において草の根的に取り組まれている先駆的地域

福祉推進事業、又は町内における高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉の充

実並びに健康づくりに関する活動に対して、一部助成金を交付することによ

り、豊かな福祉社会の実現に寄与することを目的に設置する。

（対象者等）

第２条 社会福祉団体等助成事業（以下「事業」という。）の対象は、町内に拠

点があり社会福祉や健康づくりの分野において、自主的かつ継続的に活動し

ている団体（以下「団体」という。）次の各号のいずれにも該当する団体とす

る。

ただし、当該年度に本会の他の助成事業を受けている場合は、対象外とする。

（１）高齢者福祉・障がい者福祉・児童福祉の向上や健康増進を主たる目的と

して、地域に根ざした活動を進める団体。

（２）構成員が５人以上からなる団体であり、会則、規約等を有していること。

（３）営利又は特定の政治・宗教に関する活動を目的としない団体。

（事業内容）

第３条 この事業の内容は、団体が活動する上で必要な活動費等の助成に関す

ることとする。

（助成金）

第４条 前条に規定する事業を実施する場合は、予算の範囲内で助成金を交

付する。

２ 前項に規定する助成金の額は、申請団体の年間活動費の２分の１の金額を

上限とする。

３ 申請団体が不正行為等により助成金の交付を受けたと認められたときは、

交付した額の全部又は一部を本会に返還させることができるものとする。

（実施方法）

第５条 この事業の実施方法は、団体からの申請に基づき、実施するものとす

る。
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（助成申請及び選考方法・交付決定）

第６条 この事業を利用しようとする団体は、社会福祉団体等助成事業助成金

交付申請書（別記様式第１号）を精華町社会福祉協議会長（以下、「会長」と

いう。）に提出するものとする。

２ 会長は、前項の規定による申請を受けた場合は、配分審査委員会等による

審査後、速やかに助成金交付の適否を決定し、社会福祉団体等助成事業助成

金交付決定通知書（別記様式第２号）又は、社会福祉団体等助成事業助成金

不交付決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとする。

（実績報告）

第７条 交付決定を受けた団体は、事業完了後、社会福祉団体等助成事業実績

報告書（別記様式第４号）を会長に提出しなければならない。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成１８年１１月 １日から施行する。

この要綱は、平成２１年 ６月 １日から施行する。

この要綱は、平成２３年 ９月 １日から施行する。
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別記様式第１号（第６条関係）

年 月 日

（福）精華町社会福祉協議会

様

（申請者）

団 体 名

                 代表者氏名           ㊞

住 所

電 話 番 号

年度社会福祉団体等助成事業助成金交付申請書

次のとおり事業を実施するにあたり、社会福祉団体等助成事業実施要綱第６

条の規定に基づき、関係書類を添えて申請します。

記

１．申 請 額 金 円

２．関係書類 年度活動実施計画書

年度年度活動収支予算書

団体概要書・会員名簿

その他関係書類（会則・規則など）
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年度活動実施計画書

（団体名： ）

事 業 名 称

目 的

想定される

効 果

過去の実績

実施日 実施内容 実施場所

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

事業予定

月 日

（福）精華町社会福祉協議会
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年度活動収支予算書

（団体名： ）

（収入）

科 目 金 額 備 考

活動助成金

合 計

（支出）

事業別科目 金 額 備 考

合 計

※支出金額の合計は、活動助成金の額を上回ること。
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団 体 概 要 書

■団体情報

団体名

ふりがな

代表者

役職 氏名（ふりがな）

代表者住所

〒 －

ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

団体の種類

□高齢者福祉 □障がい者福祉 □児童福祉

□健康増進

□その他（ ）

団体の目的

設立年月日 年 月 日 会員数

共同募金運動

への参加協力

（該当するものすべてにチェックしてください。）

□会員に募金運動の協力を呼びかけることができる。

□街頭に立って募金運動を呼びかけることができる。

□募金箱を設置することができる。

□ポスターを貼ることができる。

□その他

（ ）
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会 員 名 簿

団体名

番号 氏 名 番号 氏 名

１ １１

２ １２

３ １３

４ １４

５ １５

６ １６

７ １７

８ １８

９ １９

１０ ２０
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別記様式第２号（第６条関係）

精社協地発第 号

年 月 日

様

（福）精華町社会福祉協議会

会 長 印

年度社会福祉団体等助成事業助成金交付決定通知書

年 月 日付けで交付申請のありました社会福祉団体等助成事業活

動助成事業助成金につきまして、下記のとおり交付決定しましたので、通知し

ます。

なお、事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

記

１．交付決定額 金 円

２．交 付 方 法 貴団体指定口座へ振込

（ 年 月 日（ ）までに指定銀行口

座をお知らせください。郵便局は不可。）

３．交 付 日 年 月 日
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別記様式第３号（第６条関係）

精社協地発第 号

年 月 日

様

（福）精華町社会福祉協議会

会 長 印

年度社会福祉団体等助成事業助成金不交付決定通知書

年 月 日付けで交付申請のありました社会福祉団体等活動助成事

業助成金につきまして、下記のとおり不交付決定しましたので、通知します。

記

【不交付理由】
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別記様式第４号（第７条関係）

年 月 日

（福）精華町社会福祉協議会長 様

（申請者）

団 体 名

                代表者氏名          ㊞

住 所

電 話 番 号

年度社会福祉団体等助成事業実績報告書

標記につきまして、事業が完了しましたので、社会福祉団体等助成事業実施

要綱第７条の規定に基づき、報告致します。

記

１．助成金額 金 円

２．関係書類 年度活動実施報告書

年度活動収支決算書

その他関係資料（領収書、会報、活動風景写真など）
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年度活動実施報告書

（団体名： ）

事 業 名 称

助成金の

活用方法

実施日 実施内容 実施場所

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

月 日

事業の内容

月 日
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年度活動収支決算書

（団体名： ）

（収入）

科 目 金 額 備 考

活動助成金

合 計

（支出）

事業別科目 金 額 備 考

合 計

※支出金額の合計は、活動助成金の額を上回ること。


